
かわら版 盛岡労働基準監督署からのお知らせ
令和7年５月

岩手労働局・盛岡労働基準監督署

令和５年度から令和９年度までは「第１４次労働災害防止計画期間」であり、本年度は３年目となります。
１４次防では、事業場が取り組むべき安全衛生対策とその実施率の目標値となる「アウトプット指標」、

その指標を達成した結果として期待される成果を「アウトカム指標」として定め、これらに取り組むことに
より、全体として労働災害を減少させることとしており、盛岡監督署では目標を達成するために各種労働災
害防止活動を展開しておりますが、令和６年度の結果は以下のとおりとなっております。

２０２５年度、盛岡監督署における行政運営の重点課題について
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全産業労働災害減少目標（盛岡署）

死亡者数 死傷者数(目標) 死傷者数（実績）

第14次労働災害防止計画期間

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年

死亡災害ゼロを目指す

死傷災害については、増加傾向に歯止め

をかけ、減少に転ずる（年２％ずつ減少）

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年

169 152 161 152

転倒災害の防止

増加に歯止めをかけ、2022年と比較して

2027年までに10％以上減少させる

（盛岡署）

全業種共通

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年

13 13

15 12

製造業（はさまれ巻き込まれ）

2022年と比較して2027年

までに5％以上減少させる

重点業種

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年

50 46
54

47

陸上貨物運送事業（死傷者）

2022年と比較して2027年

までに5％以上減少させる

重点業種 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年

0 1 0 0

林業（死亡者）

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年

1
0 0 0

建設業（死亡者）

13次防期間 14次防期間

14 13

化学物質の性状に関連の強い死傷災害の件数

13次防期間と比較して５年間で5％以上減少させる

２０２５年度、第１４次労働災害防止計画（１４次防）の３年目です！

岩手県の一人平均年間総実労働時間は減少傾向が継続しているものの全国平均より長く、盛岡監督署管内でも
いまだ違法な時間外労働が散見され、精神障害の労災認定は増加しているほか、令和6年度適用開始業務等の事業
場（建設事業、自動車運転者、医師）の中には、取引慣行等個々の事業主の努力だけでは見直すことができない
事情を要因とする長時間労働も認められることから、引き続き、過重労働による健康障害の防止対策の一層の徹
底及び長時間労働の削減に向けた支援を推進していく必要があります。また、当署の休業4日以上の労働災害は減
少傾向にあるものの、転倒災害は増加しており、引き続き、転倒防止対策を含め労働災害防止対策に係る各種の
取組を積極的に進めていく必要があります。
これらの状況から、令和7年度に盛岡監督署が取り組む重点課題は
① 長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止
② 中小企業及び令和6年度適用開始業務等の事業場に対する丁寧な対応を含めた一般労働条件確保・改善対策
③ 労働災害の発生状況等に応じた労働災害の防止

として、積極的かつ懇切丁寧な行政展開を進めて参りますので、皆様方にはご理解・ご協力の程、よろしくお願
い申し上げます。



岩手労働局・盛岡労働基準監督署

▶令和７年度の「熱中症クールワーク
キャンペーン」が始まっています❕

本キャンペーンを通じ、全ての職場において、

「職場における熱中症予防基本対策要綱」に基づき、

次のとおり重点的な対策の徹底を図りましょう。

①暑さ指数（WBGT）の把握とその値に応じた

熱中症予防対策を実施すること

②熱中症のおそれのある労働者を早期に見つけ、

身体冷却や医療機関への搬送等適切な措置が

できるための体制整備等を行うこと

③糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を

及ぼすおそれのある疾病を有する者に対し、

医師等の意見を踏まえた配慮を行うこと

労働衛⽣週間（10⽉ １ ⽇〜７ ⽇）に実施する事項

STOP!  熱中症クールワークキャンペーン ４月は準備期間、5月～9月はキャンペーン期間

「確かめよう労働条件」を使うと、以下の4つの機能で電子申請が便利になります。

①内容の異なる協定等の一括届出機能 → 作業負担の軽減
②本社一括届出のCSVファイル自動作成機能   → ファイル作成が不要
③届出先の労働基準監督署の自動選択機能    → 検索作業が不要
④次回届出時のリマインド・複写機能    → 次回届出を効率化

対象手続きは、３６協定届（様式第９号、９号の２、９号の３）
１年単位の変形労働時間制に関する協定届
就業規則（変更）届

▶

労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」から電子申請ができます！

職場における熱中症対策の強化について Ｒ7.6.1～改正労働安全衛生規則が施行

昨今の職場における熱中症の増加及び死亡災害等重篤な災害の多発を踏まえて、「熱中症を生ずるおそれのある
作業」として労働安全衛生規則に新しく条文が規定され、熱中症予防対策が強化されます。その概要は、
ア、熱中症の自覚症状がある作業者や、熱中症のおそれがある作業者を見つけた者が、その旨を報告するため

の体制整備及び関係作業者への周知
イ、熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
①事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等の整備
②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の
作成及び関係作業者への周知

となり、体制整備、手順作成、関係者への周知が事業者に義務付けられます。
対象となるのは、「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えて
実施」が見込まれる作業です。
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